
 

 

特定福祉用具販売事業所 運営規程 

 

 

 

 (事業の目的) 

第１条 株式会社ふくふくが開設するGreen Label（以下「事業所」という。）が行う指定

特定（介護予防）福祉用具販売の事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保

するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士、義肢装具士、

看護師、准看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士又は都道府県知事

が指定した福祉用具専門相談員講習会修了者（以下「専門相談員」という。）が、要

介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定特定（介護予防）福祉用具

販売を提供することを目的とする。 

 

 （運営の方針） 

第２条 事業所の専門相談員は、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう、要介護者等の心身の状況、希望及び

その置かれている環境等を踏まえ、適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を

行い、日常生活上の便宜を図り、その機能訓練等に資するとともに、利用者を介護す

る者の負担軽減を図る。 

２  事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療

福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

 （事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

一 名 称 Green Label 

二 所在地 埼玉県越谷市大字恩間 231 番地 5 

 

 （職員の職種、員数及び職務内容） 

第４条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

一 管理者 １名 

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

二 専門相談員 常勤換算２名以上 

専門相談員は、適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整及び特定福祉用具

販売計画の作成等を行う。 



 （営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

一 営業日 月曜日から金曜日 

ただし、祝日及び１２月３０日から１月３日までを除く。 

二 営業時間 午前９時から午後６時までとする。 

三 電話等により、２４時間常時連絡が可能な体制とする。 

 

 （福祉用具販売の提供方法、内容及び販売費用の額等） 

第６条 特定（介護予防）福祉用具販売の提供方法及び内容は次のとおりとする。 

一 専門相談員は特定（介護予防）福祉用具の販売にあたっては、利用者の身体の

状況、利用者の希望、その置かれている環境を踏まえ、指定特定福祉用具販売の

目標、当該目標を達成するための具体的な指定特定福祉用具販売の内容等を記

載した特定福祉用具販売計画を作成する。 

二 特定（介護予防）福祉用具販売にあたっては、特定福祉用具販売計画に基づい

た適正な特定福祉用具を選定し、専門的知識に基づき福祉用具の機能、使用方法、

販売費用の額等に関する情報を提供するとともに、販売する特定福祉用具の機

能、安全性、衛生状態等に関し点検を行う。また、利用者の心身の状況に応じて

福祉用具の調整等を行う。 

２  特定（介護予防）福祉用具販売において取り扱う種目は厚生労働大臣が定める全種

目とする。 

   （又は取り扱う品目名を以下のように記載 

一 腰掛便座 

二 自動排泄処理装置の交換可能部品 

三 排泄予測支援機器 

四 入浴補助用具 

五 簡易浴槽 

六 移動用リフトのつり具の部分） 

３  特定（介護予防）福祉用具販売を提供した場合の販売費用の額は、別紙料金表によ

るものとする。 

４  次条の通常の事業の実施地域を越えて行う特定（介護予防）福祉用具販売に要した

交通費及び特別な搬入に要した経費は、その実額を徴収する。 

一 通常の事業の実施地域を越えて１kmにつき 100 円 

二 特別な搬入による場合 実費 

５  前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文

書で説明をした上で、支払いに同意をする旨の文書に署名（記名捺印）を受けること

とする。 



 

 （通常の事業の実施地域） 

第７条 通常の事業の実施地域は、越谷市・春日部市・草加市・松伏町・さいたま市の区域

とする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第８条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。 

一 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、そ

の結果について、従業者に十分に周知する 

二 虐待の防止のための指針を整備する。 

三 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

２  前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。 

 

 （個人情報保護法についての留意事項） 

第 11条 指定福祉用具貸与事業所は、秘密の保持、個人情報の取扱いについて、次のとお

りとする。 

１ 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

２ あらかじめ文章により利用者及び家族から同意を得た場合は、前項にかかわらず、関

係機関において情報を提供することができる。 

２ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、

従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇

用契約の内容とする。 

 

（その他運営についての留意事項） 

第 12条 指定福祉用具貸与事業所は業務体制を整備する。 

1 事業所は、この事業を行うために必要な記録を整備し、その完結の日から２年間（具

体的なサービス内容等の記録は５年間）保存するものとする。 

2 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ふくふくと事業所

の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

附 則 

この規程は、令和 6年 4月 1日から施行する。 

 

 


